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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　道路に沿って所定間隔で立設され、前記道路に対して略垂直に配置される隔壁部と、前
記道路に対して略平行に配置されるとともに前記隔壁部の前記道路側の端部に繋がってそ
の隔壁部の両側に延びる支持部とを有する支柱に対してその両側に防音パネルをそれぞれ
取り付けるための防音パネルの取付金具であって、
　前記支持部に対して前記道路側から被せられる第１金具と、
　前記第１金具に裏側からあてがわれ、前記支持部のうち前記隔壁部の両側に延びる部分
をそれぞれ前記第１金具との間で挟み込む一対の第２金具と、
　前記各第２金具と前記第１金具とを前記道路側から締結するための締結具とを備え、
　前記第１金具は、前記支持部の前記道路側の面を覆う覆部と、その覆部の幅方向の両端
部からそれぞれ前記道路の幅方向外側へ延びる一対の延設部と、その各延設部の前記覆部
と反対側の端部からそれぞれ前記支持部の幅方向外側に延びるとともに対応する前記防音
パネルの端部が固定される一対の固定部とを含み、
　前記各第２金具は、前記固定部の裏側に重なるとともにその固定部に前記締結具によっ
て締結される締結部と、その締結部の前記隔壁部側の端部から前記道路側に延び、前記締
結具による前記固定部と前記締結部との締結に伴って前記覆部の裏面との間で前記支持部
を挟持する形状を有する挟持部とをそれぞれ含む、防音パネルの取付金具。
【請求項２】
　請求項１に記載の防音パネルの取付金具を備えた防音構造であって、
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　道路に沿って所定間隔で立設され、前記道路に対して略垂直に配置される隔壁部と、前
記道路に対して略平行に配置されるとともに前記隔壁部の前記道路側の端部に繋がってそ
の隔壁部の両側に延びる支持部とを有する支柱と、
　隣り合う前記支柱間に配設される防音パネルとを備え、
　前記支持部に対して前記道路側から前記第１金具が被せられるとともに、その第１金具
の裏側に前記各第２金具があてがわれ、前記締結具により前記第１金具の各固定部と前記
各第２金具の締結部とが締結されることによって、前記各第２金具の挟持部と前記第１金
具の覆部の裏面との間で前記支持部が挟持されて前記取付金具が前記支持部に固定され、
　前記第１金具の各固定部に対して対応する前記防音パネルの端部がそれぞれ固定される
、防音構造。
【請求項３】
　前記防音パネルは、その幅方向の両端部に前記道路に対して略平行に配置される被固定
部をそれぞれ有し、
　前記締結具は、前記第１金具の固定部と前記第２金具の締結部との締結と、前記第１金
具の固定部に対する前記防音パネルの被固定部の締結とに兼用される、請求項２に記載の
防音構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、防音パネルの取付金具及び防音構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、道路に沿って防音パネルを設置することにより、道路を走行する車によって発生
する騒音が道路外に漏れるのを低減することが行われている。下記の特許文献１には、道
路に沿って所定間隔で立設された支柱間に防音パネルを配設するとともに、各支柱に防音
パネルの幅方向の端部を取り付けた防音構造が示されている。
【０００３】
　特許文献１に開示された防音構造では、道路に沿ってＨ形鋼からなる複数の支柱が所定
間隔で立設されており、隣り合う支柱の各溝部が道路に平行な方向において互いに対向す
るように配置されている。防音パネルは、隣り合う支柱間に配設され、その防音パネルの
幅方向の両端部が対応する支柱の溝部にそれぞれ嵌め込まれている。その防音パネルの端
部の道路と反対側の面と対向する前記溝部の内面との間の隙間には固定金具が嵌め込まれ
ており、この固定金具によって防音パネルの端部が支柱に対して固定されている。
【特許文献１】特開平９－３８３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、防音パネルを道路脇に設置する際、隣り合う支柱間に複数段の防音パネルを
高さ方向に並べて設置する場合がある。この場合において、上記特許文献１の防音構造に
おける防音パネルの支柱への取付方法を用いると、下段の防音パネルの交換作業が煩雑に
なるという問題点がある。
【０００５】
　すなわち、上記特許文献１の防音構造では、防音パネルの両端部が隣り合う支柱の各溝
部にそれぞれ嵌り込んでいるため、複数段の防音パネルのうち下段の防音パネルのみ交換
が必要な場合でも、上段の防音パネルを上方に抜き出してから下段の防音パネルを上方に
抜き出して交換し、その後、上段の防音パネルを上方から支柱間に挿し込み直すという煩
雑な作業が必要となる。
【０００６】
　このような煩雑な防音パネルの挿抜作業を回避するために、支柱に挿通孔を形成すると
ともにその挿通孔に挿通したボルトと取付金具を利用して支柱の溝部に防音パネルの端部
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が嵌り込まない状態でその支柱に各段の防音パネルの端部を固定することも考えられる。
【０００７】
　しかしながら、現場での支柱に対する挿通孔の孔開け作業は煩雑であるため、そのよう
な作業はなるべく回避することが望まれる。
【０００８】
　この発明は、上記の課題を解決するためになされたものであり、その目的は、隣り合う
支柱間に複数段の防音パネルが高さ方向に並べて設置される場合でも、下段の防音パネル
の交換作業及び防音パネルの支柱への取付作業を簡略化することが可能な防音パネルの取
付金具及び防音構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明による防音パネルの取付金具は、道路に沿って所定
間隔で立設され、前記道路に対して略垂直に配置される隔壁部と、前記道路に対して略平
行に配置されるとともに前記隔壁部の前記道路側の端部に繋がってその隔壁部の両側に延
びる支持部とを有する支柱に対してその両側に防音パネルをそれぞれ取り付けるための防
音パネルの取付金具であって、前記支持部に対して前記道路側から被せられる第１金具と
、前記第１金具に裏側からあてがわれ、前記支持部のうち前記隔壁部の両側に延びる部分
をそれぞれ前記第１金具との間で挟み込む一対の第２金具と、前記各第２金具と前記第１
金具とを前記道路側から締結するための締結具とを備え、前記第１金具は、前記支持部の
前記道路側の面を覆う覆部と、その覆部の幅方向の両端部からそれぞれ前記道路の幅方向
外側へ延びる一対の延設部と、その各延設部の前記覆部と反対側の端部からそれぞれ前記
支持部の幅方向外側に延びるとともに対応する前記防音パネルの端部が固定される一対の
固定部とを含み、前記各第２金具は、前記固定部の裏側に重なるとともにその固定部に前
記締結具によって締結される締結部と、その締結部の前記隔壁部側の端部から前記道路側
に延び、前記締結具による前記固定部と前記締結部との締結に伴って前記覆部の裏面との
間で前記支持部を挟持する形状を有する挟持部とをそれぞれ含む。
【００１０】
　この防音パネルの取付金具では、第１金具と一対の第２金具との間で支柱の支持部を挟
み込んで当該取付金具をその支持部に固定するとともに、前記支持部の幅方向外側に延び
る第１金具の固定部に対して防音パネルの端部を固定するので、防音パネルを道路側から
隣り合う支柱間に嵌め込んでその防音パネルの両端部をそれぞれ対応する支柱に取付金具
を介して取り付けることができる。このため、隣り合う支柱間に複数段の防音パネルが高
さ方向に並べて設置される場合でも、防音パネルの両端部が隣り合う支柱の各溝部に嵌り
込んでいる従来の構造と異なり、下段の防音パネルを交換する際、上段の防音パネルを支
柱から取り外すことなく、下段の防音パネルのみを支柱から取り外して新しい防音パネル
を取り付けることができる。すなわち、この防音パネルの取付金具では、隣り合う支柱間
に複数段の防音パネルが高さ方向に並べて設置される場合でも、下段の防音パネルの交換
作業を簡略化することができる。
【００１１】
　さらに、この防音パネルの取付金具では、締結具により第１金具の固定部と第２金具の
締結部とを締結すれば、支柱の支持部に道路側から被せた第１金具の覆部と、第１金具の
裏側からあてがった第２金具の挟持部との間で前記支持部を挟持して当該取付金具を支柱
に取り付けることができる。このため、現場で支柱に取付孔をあける等の煩雑な作業を行
うことなく取付金具を容易に支柱に取り付けることができる。これにより、防音パネルの
支柱への取付作業を簡略化することができる。従って、この防音パネルの取付金具では、
隣り合う支柱間に複数段の防音パネルが高さ方向に並べて設置される場合でも、下段の防
音パネルの交換作業及び防音パネルの支柱への取付作業を簡略化することができる。
【００１２】
　また、この防音パネルの取付金具では、第１金具を支柱の支持部に対して道路側から被
せるとともにその第１金具の裏側にあてがった第２金具の締結部と第１金具の固定部とを



(4) JP 4909871 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

締結具によって道路側から締結することができるので、例えば高架された高速道路のよう
な道路外に足場がない箇所であっても、道路側から容易に防音パネルの取付作業を行うこ
とができる。
【００１３】
　本発明による防音構造は、上記防音パネルの取付金具を備えた防音構造であって、道路
に沿って所定間隔で立設され、前記道路に対して略垂直に配置される隔壁部と、前記道路
に対して略平行に配置されるとともに前記隔壁部の前記道路側の端部に繋がってその隔壁
部の両側に延びる支持部とを有する支柱と、隣り合う前記支柱間に配設される防音パネル
とを備え、前記支持部に対して前記道路側から前記第１金具が被せられるとともに、その
第１金具の裏側に前記各第２金具があてがわれ、前記締結具により前記第１金具の各固定
部と前記各第２金具の締結部とが締結されることによって、前記各第２金具の挟持部と前
記第１金具の覆部の裏面との間で前記支持部が挟持されて前記取付金具が前記支持部に固
定され、前記第１金具の各固定部に対して対応する前記防音パネルの端部がそれぞれ固定
されるものである。
【００１４】
　この防音構造では、上記取付金具を用いて防音パネルが支柱に取り付けられるので、隣
り合う支柱間に複数段の防音パネルが高さ方向に並べて設置される場合でも、下段の防音
パネルの交換作業及び防音パネルの支柱への取付作業を簡略化することができるという上
記防音パネルの取付金具と同様の効果を得ることができる。また、この防音構造でも、高
架された高速道路のような道路外に足場がない箇所であっても、道路側から容易に防音パ
ネルの取付作業を行うことができるという効果が得られる。
【００１５】
　この場合において、前記防音パネルは、その幅方向の両端部に前記道路に対して略平行
に配置される被固定部をそれぞれ有し、前記締結具は、前記第１金具の固定部と前記第２
金具の締結部との締結と、前記第１金具の固定部に対する前記防音パネルの被固定部の締
結とに兼用されるのが好ましい。
【００１６】
　このように構成すれば、第１金具の固定部と第２金具の締結部とを締結するための締結
具と、第１金具の固定部に対して防音パネルの端部の被固定部を固定するための締結具と
が個別に設けられている場合に比べて部品点数を削減することができる。また、この構成
では、締結具による一度の締結作業によって第１金具の固定部と第２金具の締結部との締
結と、第１金具の固定部に対する防音パネルの被固定部の締結とを同時に行うことが可能
であるので、これらの締結作業を個別に行う場合に比べてその締結作業を簡略化すること
ができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように、本発明によれば、隣り合う支柱間に複数段の防音パネルが高さ方
向に並べて設置される場合でも、下段の防音パネルの交換作業及び防音パネルの支柱への
取付作業を簡略化することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態による防音パネルの取付金具及び防音構造を適用した防音
壁を道路側から見た図である。図２は、図１に示した防音壁の支柱に対する防音パネルの
取付部近傍の水平断面図である。まず、図１及び図２を参照して、本発明の一実施形態に
よる防音パネルの取付金具及び防音構造について説明する。
【００２０】
　本実施形態による防音パネルの取付金具２及び防音構造は、図１に示すような防音壁に
適用されるものである。この防音壁は、道路脇にその道路に沿って設置され、道路を走行
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する車によって発生する騒音が道路外に漏れるのを低減するために設けられる。防音壁は
、支柱１００と、第１防音パネル１１０と、取付金具２と、第２防音パネル１２０（図２
参照）と、固定金具１３０とを備えている。
【００２１】
　前記支柱１００は、道路に沿って所定間隔で立設されている。各支柱１００は、図２に
示すようにＨ形鋼からなり、隔壁部１０２と、第１支持部１０４と、第２支持部１０６と
によって構成されている。
【００２２】
　前記隔壁部１０２は、道路に対して略垂直に配置されており、その両側の空間を隔てて
いる。
【００２３】
　前記第１支持部１０４は、前記取付金具２を支持する平板状の部分である。この第１支
持部１０４が本発明の支持部の概念に含まれるものである。第１支持部１０４は、道路に
面するように配置されており、道路に対して略平行に配置されている。また、第１支持部
１０４は、前記隔壁部１０２の道路側の端部に繋がっており、その隔壁部１０２の両側に
延びている。第１支持部１０４の前記隔壁部１０２の両側に延びる部分には、それぞれ前
記固定金具１３０を取り付けるためのねじ孔１０４ａが高さ方向に所定間隔で設けられて
いる。
【００２４】
　前記第２支持部１０６は、前記固定金具１３０とともに前記第２防音パネル１２０を支
持する平板状の部分である。この第２支持部１０６は、道路に対して略平行、すなわち前
記第１支持部１０４に対して略平行に配置されているとともに、前記隔壁部１０２の道路
と反対側の端部に繋がってその隔壁部１０２の両側に延びている。
【００２５】
　前記第１防音パネル１１０は、各支柱１００間にそれぞれ設置され、道路上で発生する
騒音が道路外へ伝わるのを遮るものである。この第１防音パネル１１０が本発明の防音パ
ネルの概念に含まれるものである。第１防音パネル１１０は、隣り合う支柱１００間にお
いて道路に面するように配設されるとともに、複数段の第１防音パネル１１０が隣り合う
支柱１００間に高さ方向に密着した状態で並んで配置される。また、第１防音パネル１１
０は、隣り合う支柱１００間の間隔よりも小さい幅を有している。各第１防音パネル１１
０は、吸音板１１２と、被固定金具１１４とを有する。
【００２６】
　前記吸音板１１２は、騒音の吸収性能を有する平板状の部材である。この吸音板１１２
は、道路に面するとともに道路に平行に配置されている。吸音板１１２内には、グラスウ
ール等の吸音材が収められており、この吸音板１１２によって道路上で発生する騒音が吸
収されることにより道路外への騒音の漏出が低減される。
【００２７】
　前記被固定金具１１４は、前記取付金具２に固定されるものであり、前記吸音板１１２
の幅方向の両端部にそれぞれ設けられている。この被固定金具１１４は、吸音板１１２の
幅方向の端部に対してその厚み方向に跨るように取り付けられている。また、被固定金具
１１４は、吸音板１１２の厚み方向の略中心位置から吸音板１１２の幅方向外側に突出す
る被固定部１１４ａを有する。被固定部１１４ａは、鉛直方向に延びる平板状に形成され
ており、この被固定部１１４ａには、高さ方向に所定間隔で図略の締結孔が設けられてい
る。
【００２８】
　前記取付金具２は、支柱１００に対してその両側に対応する前記第１防音パネル１１０
の端部をそれぞれ取り付けるためのものである。この取付金具２は、各支柱１００ごとに
設けられており、各取付金具２は、第１金具４と、一対の第２金具６，６と、複数の締結
具８とによって構成されている。
【００２９】
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　前記第１金具４は、支柱１００の第１支持部１０４に対して道路側から被せられるもの
であり、支柱１００と略等しい高さを有している。この第１金具４は、板金を曲げ加工す
ることによって形成されており、覆部４ａと、一対の延設部４ｂ，４ｂと、一対の固定部
４ｃ，４ｃとを有する。
【００３０】
　前記覆部４ａは、前記第１支持部１０４の道路側の面を覆う部分であり、第１支持部１
０４に平行に配置されるとともに平板状に形成されている。
【００３１】
　前記一対の延設部４ｂ，４ｂは、前記覆部４ａの幅方向の両端部からそれぞれ道路の幅
方向外側へ延びる部分である。各延設部４ｂは、覆部４ａに対して垂直に配置されている
。
【００３２】
　前記一対の固定部４ｃ，４ｃは、前記各延設部４ｂの前記覆部４ａと反対側の端部から
それぞれ第１支持部１０４の幅方向外側に延びるとともに対応する第１防音パネル１１０
の端部に設けられた被固定金具１１４の被固定部１１４ａが固定される部分である。各固
定部４ｃには、その高さ方向において所定間隔で図略の締結孔が設けられている。
【００３３】
　前記一対の第２金具６，６は、前記第１金具４に裏側からあてがわれ、支柱１００の第
１支持部１０４のうち隔壁部１０２の両側に延びる部分をそれぞれ第１金具４との間で挟
み込むものである。第２金具６，６と前記第１金具４との間で前記第１支持部１０４を挟
み込むことにより、取付金具２が第１支持部１０４に固定される。各第２金具６は、支柱
１００と略等しい高さを有するとともに、Ｌ字状の水平断面を有している。この第２金具
６は、締結部６ａと、挟持部６ｂとによって構成されている。
【００３４】
　前記締結部６ａは、前記第１金具４の固定部４ｃの裏側に重なるとともにその固定部４
ｃに前記締結具８によって締結される部分である。この締結部６ａは、前記固定部４ｃに
平行に配置されるとともに平板状に形成されている。締結部６ａには、その高さ方向に所
定間隔で図略の締結孔が設けられており、この各締結孔は、前記固定部４ｃの各締結孔に
対応する位置にそれぞれ設けられている。
【００３５】
　前記挟持部６ｂは、前記第１金具４の覆部４ａの裏面との間で前記第１支持部１０４を
挟持する部分である。この挟持部６ｂは、前記締結部６ａの前記隔壁部１０２側の端部か
らその締結部６ａに対して垂直に道路側へ延びる平板状に形成されている。挟持部６ｂは
、前記締結具８による前記締結部６ａと前記固定部４ｃとの締結に伴って当該挟持部６ｂ
の道路側の端面と第１金具４の覆部４ａの裏面との間で第１支持部１０４を挟持可能な長
さを有している。この挟持部６ｂと覆部４ａの間での第１支持部１０４の挟持によって、
取付金具２が第１支持部１０４に固定される。
【００３６】
　前記複数の締結具８は、前記各第２金具６の締結部６ａと前記第１金具４の固定部４ｃ
とを互いに締結させるとともに、第１金具４の固定部４ｃに第１防音パネル１１０の被固
定部１１４ａを締結するために用いられるものである。すなわち、この締結具８は、第２
金具６の締結部６ａと第１金具４の固定部４ｃとの締結と、第１金具４の固定部４ｃに対
する第１防音パネル１１０の端部に設けられた被固定部１１４ａの固定とに兼用されてい
る。また、この締結具８は被固定部１１４ａの道路側から締結作業を行うことができるよ
うに構成されている。
【００３７】
　具体的には、締結具８は、第１金具４の固定部４ｃの各締結孔に応じた数だけ設けられ
ており、各締結具８は、第１金具４の固定部４ｃの各締結孔、第２金具６の締結部６ａの
各締結孔及び第１防音パネル１１０の被固定部１１４ａの各締結孔に対応する箇所でそれ
ら固定部４ｃと締結部６ａと被固定部１１４ａとを互いに締結する。各締結具８は、ボル
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ト８ａと、ナット８ｂと、ワッシャ８ｃとからなる。ボルト８ａが第２金具６の締結部６
ａの裏側からその締結部６ａの締結孔と第１金具４の固定部４ｃの締結孔と前記被固定部
１１４ａの締結孔に順番に挿通されるとともに、そのボルト８ａに被固定部１１４ａの道
路側からワッシャ８ｃが外嵌された後、ナット８ｂが螺合されて締め付けられることによ
って前記固定部４ｃと前記締結部６ａと前記被固定部１１４ａとが互いに締結される。
【００３８】
　前記第２防音パネル１２０は、各支柱１００間にそれぞれ設置され、前記第１防音パネ
ル１１０と同様に道路上で発生する騒音が道路外へ伝わるのを遮るものである。各第２防
音パネル１２０は、隣り合う支柱１００間において道路と略平行かつ第１防音パネル１１
０の裏側に重なるように設けられている。第２防音パネル１２０は、第１防音パネル１１
０の吸音板１１２よりも幅広で平板状の吸音板からなる。この第２防音パネル１２０の幅
方向の両端部は、対応する支柱１００の隔壁部１０２、第１支持部１０４及び第２支持部
１０６で囲まれた溝部内にそれぞれ嵌り込んでいる。
【００３９】
　前記固定金具１３０は、前記第２防音パネル１２０の幅方向の端部を支柱１００の第２
支持部１０６の道路側の面との間で固定するものである。この固定金具１３０は、支柱１
００の第１支持部１０４のうち隔壁部１０２の両側に延びる部分にそれぞれ設けられてい
る。各固定金具１３０は、ボルト１３０ａと、押え板１３０ｂと、ナット１３０ｃとを有
している。
【００４０】
　前記ボルト１３０ａは、その一端が前記第１支持部１０４のねじ孔１０４ａに螺合され
ているとともに、その第１支持部１０４から垂直に前記第２支持部１０６へ向かって延び
ている。
【００４１】
　前記押え板１３０ｂは、第２防音パネル１２０の端部を前記第２支持部１０６の道路側
の面に押さえ付けるものである。この押え板１３０ｂは、前記ボルト１３０ａの前記第１
支持部１０４側と反対側の端部に取り付けられている。
【００４２】
　前記ナット１３０ｃは、前記ボルト１３０ａに外嵌されており、このナット１３０ｃを
回すことによってボルト１３０ａと押え板１３０ｂが第２支持部１０６側に移動するとと
もに、押え板１３０ｂが第２防音パネル１２０の端部を第２支持部１０６の道路側の面に
押し付け、この押え板１３０ｂと第２支持部１０６の道路側の面との間で第２防音パネル
１２０の端部が挟持されるようになっている。
【００４３】
　次に、本実施形態による第１防音パネル１１０の支柱１００への取付方法について説明
する。
【００４４】
　まず、各支柱１００間には、前記第２防音パネル１２０が既設されている。第２防音パ
ネル１２０は、前記固定金具１３０が支柱１００の第１支持部１０４に取り付けられた後
、隣り合う支柱１００間に上方から挿し込まれ、その幅方向の両端部がそれぞれ対応する
固定金具１３０の押え板１３０ｂで第２支持部１０６の道路側の面に押し付けられること
によって固定される。
【００４５】
　この状態で、第１防音パネル１１０を支柱１００の第１支持部１０４に取付金具２を用
いて取り付ける。
【００４６】
　具体的には、取付金具２の各第２金具６を挟持部６ｂの端面が第１支持部１０４の道路
と反対側の面に当接するように配置するとともに、取付金具２の第１金具４を第１支持部
１０４に道路側から被せる。この後、各第２金具６の締結部６ａの裏側からその締結部６
ａの締結孔と第１金具４の固定部４ｃの締結孔に締結具８のボルト８ａを挿通する。
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【００４７】
　その後、最下段の第１防音パネル１１０を隣り合う支柱１００間に道路側から嵌め込む
とともに、前記ボルト８ａを被固定金具１１４の被固定部１１４ａの締結孔に挿通させる
。そして、被固定部１１４ａの道路側からボルト８ａにワッシャ８ｃを外嵌させた後、ナ
ット８ｂを螺合させて締め付けることにより、第１金具４の固定部４ｃと第２金具６の締
結部６ａと第１防音パネル１１０の被固定部１１４ａとを互いに締結する。この際、第２
金具６の挟持部６ｂの端面と第１金具４の覆部４ａの裏面との間で第１支持部１０４が挟
み込まれて取付金具２が第１支持部１０４に固定される。これにより、第１防音パネル１
１０が取付金具２を介して支柱１００に取り付けられる。
【００４８】
　次に、上段の第１防音パネル１１０を同様にして支柱１００間に道路側から取り付ける
ことにより、支柱１００間に高さ方向に複数段の第１防音パネル１１０を並べて配設する
。
【００４９】
　なお、本実施形態では、例えば、車の衝突等により下段の第１防音パネル１１０のみ交
換が必要な場合には、上段の第１防音パネル１１０を取り外すことなく、下段の第１防音
パネル１１０のみを取り外して新しい第１防音パネル１１０を取り付ける。
【００５０】
　具体的には、道路側から下段の第１防音パネル１１０を固定している締結具８のナット
８ｂを緩めて取り外すとともに、ワッシャ８ｃを取り外す。そして、下段の第１防音パネ
ル１１０を道路側に引っ張ってその第１防音パネル１１０の被固定部１１４ａを締結具８
のボルト８ａから取り外すことにより、下段の第１防音パネル１１０を支柱１００間から
道路側に取り外す。この際、上段の第１防音パネル１１０は、支柱１００に取り付けられ
た状態のまま保持される。
【００５１】
　その後、新しい第１防音パネル１１０を元の第１防音パネル１１０が配設されていた下
段の位置に道路側から嵌め込み、上記と同様にしてその新しい第１防音パネル１１０を取
付金具２により支柱１００に取り付ける。このようにして、上段の第１防音パネル１１０
を取り外すことなく、下段の第１防音パネル１１０のみを交換することが可能となってい
る。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態では、取付金具２の第１金具４と一対の第２金具６と
の間で支柱１００の第１支持部１０４を挟み込むとともに、その第１支持部１０４の幅方
向外側に延びる第１金具４の固定部４ｃに対して第１防音パネル１１０の端部の被固定部
１１４ａを固定するので、第１防音パネル１１０を道路側から隣り合う支柱１００間に嵌
め込んでその第１防音パネル１１０の両端部をそれぞれ対応する支柱１００に取付金具２
を介して取り付けることができる。このため、隣り合う支柱１００間に複数段の第１防音
パネル１１０が高さ方向に並べて設置される場合でも、下段の第１防音パネル１１０を交
換する際、上段の第１防音パネル１１０を支柱１００間から取り外すことなく、下段の第
１防音パネル１１０のみを支柱１００から取り外して新しい第１防音パネル１１０を取り
付けることができる。すなわち、本実施形態では、隣り合う支柱１００間に複数段の第１
防音パネル１１０が高さ方向に並べて設置される場合でも、下段の第１防音パネル１１０
の交換作業を簡略化することができる。
【００５３】
　さらに、本実施形態では、締結具８により第１金具４の固定部４ｃと第２金具６の締結
部６ａとを締結すれば、支柱１００の第１支持部１０４に道路側から被せた第１金具４の
覆部４ａと、第１金具４の裏側からあてがった第２金具６の挟持部６ｂとの間で第１支持
部１０４を挟持して取付金具２を支柱１００に取り付けることができる。このため、現場
で支柱１００に取付孔をあける等の煩雑な作業を行うことなく取付金具２を容易に支柱１
００に取り付けることができる。これにより、第１防音パネル１１０の支柱１００への取
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付作業を簡略化することができる。従って、本実施形態では、隣り合う支柱１００間に複
数段の第１防音パネル１１０が高さ方向に並べて設置される場合でも、下段の第１防音パ
ネル１１０の交換作業及び第１防音パネル１１０の支柱１００への取付作業を簡略化する
ことができる。
【００５４】
　なお、本発明は支柱に孔があけられているものを除外する趣旨ではない。図２には、支
柱１００にあけられたねじ孔１０４ａが示されているが、支柱１００への第１防音パネル
１１０の取り付けには孔を要しない。
【００５５】
　また、本実施形態では、第１金具４を支柱１００の第１支持部１０４に対して道路側か
ら被せるとともにその第１金具４の裏側にあてがった第２金具６の締結部６ａと第１金具
４の固定部４ｃとを締結具８によって道路側から締結することができるので、例えば高架
された高速道路のような道路外に足場がない箇所であっても、道路側から容易に第１防音
パネル１１０の取付作業を行うことができる。
【００５６】
　また、本実施形態では、締結具８が第１金具４の固定部４ｃと第２金具６の締結部６ａ
との締結と、第１金具４の固定部４ｃに対する第１防音パネル１１０の端部の被固定部１
１４ａの締結とに兼用されるので、第１金具４の固定部４ｃと第２金具６の締結部６ａと
を締結するための締結具と、第１金具４の固定部４ｃに対して第１防音パネル１１０の端
部を固定するための締結具とが個別に設けられている場合に比べて部品点数を削減するこ
とができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、締結具８による一度の締結作業によって第１金具４の固定部４
ｃと第２金具６の締結部６ａとの締結と、第１金具４の固定部４ｃに対する第１防音パネ
ル１１０の被固定部１１４ａの締結とを同時に行うことが可能であるので、これらの締結
作業を個別に行う場合に比べてその締結作業を簡略化することができる。
【００５８】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内でのすべての変更が含
まれる。
【００５９】
　例えば、上記実施形態では、第２防音パネル１２０を備えた防音壁を例にとって説明し
たが、図３に示す上記実施形態の変形例のように前記第２防音パネル１２０が設けられて
いない防音壁において支柱１００に第１防音パネル１１０を取り付ける場合でも本発明に
よる防音パネルの取付金具及び防音構造を同様に適用することができる。なお、この変形
例では、前記第２防音パネル１２０が設けられていないので、第２防音パネル１２０を支
柱１００に取り付けるための固定金具１３０及びその固定金具１３０を取り付けるための
支柱１００のねじ孔１０４ａも設けられていない。
【００６０】
　また、上記実施形態では、締結具８を第１金具４の固定部４ｃと第２金具６の締結部６
ａとの締結と、第１金具４の固定部４ｃに対する第１防音パネル１１０の端部の被固定部
１１４ａの締結とに兼用しているが、第１金具４の固定部４ｃと第２金具６の締結部６ａ
との締結と、第１金具４の固定部４ｃに対する第１防音パネル１１０の端部の被固定部１
１４ａの締結とは、個別の締結具によって行うようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の一実施形態による防音パネルの取付金具及び防音構造を適用した防音壁
を道路側から見た図である。
【図２】図１に示した防音壁の支柱に対する防音パネルの取付部近傍の水平断面図である



(10) JP 4909871 B2 2012.4.4

10

。
【図３】本発明の一実施形態の変形例による防音壁において防音パネルの取付部近傍の構
造を示した図２に対応する水平断面図である。
【符号の説明】
【００６２】
２　取付金具
４　第１金具
４ａ　覆部
４ｂ　延設部
４ｃ　固定部
６　第２金具
６ａ　締結部
６ｂ　挟持部
８　締結具
１００　支柱
１０２　隔壁部
１０４　第１支持部（支持部）
１１０　第１防音パネル（防音パネル）
１１４ａ　被固定部

【図１】 【図２】
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